
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全３６品目 

このイラストが目印です 
広報やポスター、事業案内ハガキなどでこのイラストがあればポイント対象事業です！ 

主に、町が実施する健康診査、スターの運動事業、社会教育課の事業、子育て支援センターの事業などが対象となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜交換の手順＞ 

①ポイントをためる！ 

町の健康づくり事業に参加してポイントをためます。 

②交換券を発券する！ 

役場保健福祉課 または 

武道館温水プール Star（２～３月のみ）に 

ポイントカードを提出し、景品交換券を発券してもらいます。 

③景品をもらう！ 

道の駅サロマ湖「物産館みのり」に行きます。 

みのりのスタッフに「マイレージの交換です」と声をかけます！ 

※商品を選ぶ前にスタッフにお声がけください。 

☆景品交換でご来場した方には道の駅サロマ湖からのご厚意により、 

ミニソフトがサービスで頂けます。 

☆景品は「道の駅サロマ湖物産館みのり」の協力により取り揃えています。 

☆交換は年度内なら何回でも OK です。 

☆道の駅に行くことが困難な方は保健福祉課までご相談ください。 道の駅みのり営業時間：午前９時～午後６時   

               （冬期は午後５時で閉館） 

景品交換券 発券期間および有効期限 令和９年３月２６日（金）まで 


